（Ｒ６　冬　府高教　専門部【技術職員部】）
項目１（１）（２）（３）
○　府立学校の技術職員については、校内の環境整備や施設管理などにご尽力いただき、本府の教育の推進に貢献していただいていると認識している。
○　しかしながら、平成１３年度に策定した大阪府行財政計画（案）において、校務員については、その業務のアウトソーシングを行うことにより、退職あとを補充せず定数の削減を行うこととした。
○　そのため、平成２１年１０月より校務員業務委託のモデル実施を行い平成２８年７月にモデル実施についての検証を行うとともに、同年９月に「府立学校における技能労務職員のあり方に関する基本的な考え方」について取りまとめを行った。この「基本的な考え方」に基づいて、平成２９年度より校務員業務委託を本格的に実施することとし、新規委託校（１０校）を含めて１０５校において、校務員業務委託の本格的な実施に取り組んでいるところ。
○　なお、全定併置校は、定時制課程における校務員未配置の代替措置として委託料を配当して　いる。

○　今後とも皆様方のご意見を伺いながら適正に実施してまいる。
項目１（５）
◯　農芸員については、直営で担うべき業務として、また、府教育庁にとって重要な課題である障がい者雇用を推進するため、停止していた採用を計画的に実施することとしたところ。

○　令和６年度以降の採用については、今後の退職動向や再任用希望者の動向等を踏まえて、学校運営に支障がでないように、適切な人事管理に努めてまいりたい。
項目２（１）（３）
○　技能労務業務については、計画的に見直しをすすめることとしており、それに伴い、技能労務職から一般行政職への転任選考を上位選抜方式により実施することとしたもの。

○　府立学校において、技能労務業務を総括し、リーダーとして中心的な役割を担う主査を設置している。

○　主査任用の実施については、任用という観点から公正・平等に行っているところ。
○　効率的・効果的な業務執行と技能労務職員の業務遂行能力や意欲・士気の高揚を図ってまいりたい。
項目２（４）
○　令和６年度の人事委員会勧告にかかる再任用職員の給料月額の取扱いについては、勧告どおり令和６年４月１日に遡及して引き上げることとしたい。
項目３（１）
※下線部のみ回答

○　時間外勤務手当については、適切な時間外命令に基づく時間外勤務に対して、適正な時間外勤務手当を支給しているところ。
項目３（２）
○　教職員の勤務時間管理等については、府立学校に対する指示事項において、関係法令及び規則に基づき、適切に行うよう指導しているところ。

○　学校職場において校長が時間外勤務を命じる場合には、時間外勤務・休日勤務の手続き等に関する要綱に基づき、適切に手続きが行われているものと認識している。
項目３（３）
○　適正な業務管理と職員の健康管理の観点から、より一層の時間外勤務の縮減を図るため、府立学校各校が、労働基準法第36条第１項に基づく協定（三六協定）締結を実施するための手引きを、平成27年７月に府教委として策定した。

　

○　手引きの活用を図りつつ、府立学校各校における三六協定の手続きが適切に実施されるよう、引き続き必要な支援を行ってまいる。
項目３（５）
〇　年末年始の出勤に対して、新たに手当の創設を行うことについては困難である。
項目３（６）
〇　農芸員等が農薬散布の業務を行った際に支給していた有害物取扱手当については、皆様方と協議の上、平成２１年度をもって廃止したところ。
項目４（１）①
○　労働安全衛生法等の関係法令に基づき、大阪府立学校職員安全衛生管理規程にて、職員の健康管理や労働災害の防止を含む労働安全衛生に係る事項について定め、適切に実施するよう安全衛生管理者研修等を通じて安全衛生管理者に指導している。

○　また、職員の労働安全衛生に係る事項については、各校の実情に応じ安全衛生委員会にて調査・審議し、職場環境の改善に努めるよう指導しているところ。
項目４（１）②③
〇　学校の老朽化対策については、令和２年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針」を令和３年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」を策定しており、令和３年度以降、本実施計画に基づき計画的な改修等に順次着手しているところ。

〇　今後とも、学校の教育活動に支障が生じないよう、施設・設備の改修・整備に努めてまいりたい。

〇　また、照明設備のＬＥＤ化については、今年度一部の府立学校を対象として、来年度のＬＥＤ化工事に向け、ＥＳＣＯ事業による事業者の公募を行ったところ。来年度以降も、他の府立学校のＬＥＤ化の実情を把握しつつ、ＥＳＣＯ事業でのＬＥＤ化を検討してまいる。
項目４（２）
○　令和５年度の府立の高等学校における技術職員の業務上の事故に起因する公務災害認定については、５件と報告を受けている。
なお、上記を含めた公務災害認定件数、病気休職者数及び現職死亡者数については、大阪府立学校安全協議会で報告しているところ。
項目４（３）
○　大阪府立学校職員安全衛生管理規程にて、労働災害の防止を含む労働安全衛生に係る事項について定めており、今後も安全衛生管理者研修等を通じて、職員の労働災害防止に努めるよう安全衛生管理者に指導してまいる。
項目５（１）
○　当該委託料については、趣旨と積算に基づき、例年該当校へ配当しているところ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　当該予算の取扱いについては、例年暫定予算配当時、上期予算配当時に特筆して説明しているところであるが、今後一層の周知に努めてまいる。

○　なお、今年度から暫定予算配当時に予算執行時の留意事項として「技師代替業務の事例」を周知したところ。
項目６（１）
○　令和６年度の端末機配備から技術職員を配備の対象としている。

電話及びメールによるサポート窓口（府立学校ネットワークサポートセンター）を設置し、操作方法等に関するサポートを行っているところ。
○　ＳＳＣ（総務事務システム）の操作方法については、これまでもフロントオフィスとしてのＳＳＣコールセンターとバックオフィスとしての学校総務サービス課が連携をしながら対応しているところ。

　　今後とも、ＳＳＣの操作が円滑に行えるようにＦＡＱ等の充実を図るとともに、ＳＳＣコールセンターとの、より一層の連携に努めてまいる。
項目６（３）
○　蛍光管等の水銀使用製品産業廃棄物の保管、処理の委託、収集・運搬等に関する新たな対応については、昨年度に引き続き、今年度においても、環境農林水産部より、研修等により全庁に周知されているところ。

○　蛍光管や体温計等の廃棄処理により、既存の学校予算が不足する場合は、実情に即した予算配分に努めてまいる。
項目７（２）
○　ズック靴とゴム長靴のどちらかを貸与できるようになっている業務において、両方とも貸与することについては、本府の財政状況が極めて厳しい現状から、ご要望にお応えすることは困難である。
項目７（４）
○　空調服については、本府財政状況が極めて厳しい現状から、お応えすることは困難であるため、ご理解を賜りたい。

○　また、安全上必要な物品等については、各校においてその実情に応じて対応しているところ。

項目８（１）
○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

〇　今後も適正に運用し、よりよい制度とするため、今年度８月に評価・育成システムに関する教職員のアンケートを実施した。アンケートで回答された意見も参考に「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図ってまいりたい。
○　副主査制度については、平成２３年度より、人事評価点と資格点の合計が一定の基準以上の者を合格とする副主査選考を実施しているところ。
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